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〔教育福祉研究創刊号， 1991) 

現代教育福祉問題に関する素描

青木

問題への爵心

一般的に教育と福祉のはざまに生じた問題は、

「谷間」の問題として古くから問題提起されてき

た。そこでは、ハンディキャップを抱えた子ども

や青年の、教育や福祉的側面そのものにおける処

遇の劣悪さ、不平等的扱いなどが問題とされてき

た。そしてそれらは、前進はみられているとはい

え、なお教育福祉の現代的課題であり続けてきて

いる。

そのなかでいま、あらためて教育と福祉に分野

的にはまたがった議論が要請されているように思

われる。たんなる麿史的な課題が現代になお残っ

てきているというだけではなく、産接的あるいは

関接的に、現在の学校教育のあり方、福祉の現状

を媒介にして現代の「谷間問題」が、あるいは新

たに福祉の対象となるような「病理問題J が形成

されてきているからである O そして競争教育の論

理は、ますます福祉を切り捨てるかのように学校

教育をゆがめ、福祉は福祉で従来からの枠を出る

ことができないままに、現状の対応的処遇に追わ

れている。

このような競争社会日本の教育と福祉の状況の

なかで、とくに「弱い」勤労者家庭が子どもを巻

き込んで社会から階層として「落ちこぼれ」てき

ている。その結果として、痛ましい事件が発生し

てきている(かの札瞬母親餓死事件、女子高校生

コンクリート詰め殺人事件などを想起せよ)。しか

も今日では、それが必ずしも「弱いj 層に限定さ

れず、子どもの生活がゆがみ、低学力・「不適応」

などの子どもたちが当の教育から切り捨てられ、
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その発達や自己実現が疎外され、さまざまな病理

現象が生れてきている。しかしそれらの現象の理

解は、なお根本のところでは一致があるとは思え

ないのが現状である。

かかる状況を自の前にして、教青の側が自らの

あり方を徹底して問いかけるのは当然であろう。

しかし、端的にいえば、それが十分できていない

現状において、社会福祉の側に立つものが、自ら

の側の厳しい再点検とともに、教育にむかつて巣

さなければならない役割は、文字通り、弱者層あ

るいは「切り捨てられた」子どもや青年層の側に

つねに立つものとして、きわめて大きくなってい

る。すなわち、教育がもっ限界を、たんに「補完」

するだけでなく、またその f尻拭」をするだけで

ない役割が関われてきている。さらにそこには、

まず弱者の側に徹底して立つことによってみえる

現実を明らかにしなければならない緊急の課題が

ある。またそれだけでなく、歴史的にも残され続

けてきた課題のなかに、あるいは新しく生れてき

た課題のなかに潜んでいる本質的問題を、社会福

祉の立場を徹底させることによって、現代的課題

として時代に(次代に)開題提起していく義務が

あると思われる。

とはいえ、筆者にとって、その義務感こそ痛切

に感じても、これらの課題に応える蓄積はまった

くない。したがって、どんな形でも公表すること

自体がためらわれる。だがそれはそれとして、こ

れからの訂正もありうると割り切って、本稿では

思いつき的な性格を免れないが、現在の率直な感

想、を、現代教育福祉問題に関する課題の整理とい

う形で少し展開しておきたい。なおまた、その点

に関する特定の分野での研究の蓄積もないことか

ら、基本的には「総論j 的なスケッチにとどまっ
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ていることをあらかじめ断わっておきたい。

2 教育福祉問題の現代的把握

一教育問題の社会福祉問題への転嫁

(1) 先行研究の「教育福祉」問題の把握

社会福祉から教育の側にむけての議論は、しば

しば「告発」の形態をとってきた。それはそれで

なお大きな意義がある。インパクトからいえば、

それがもっとも影響を与える場合もあろう O しか

し、いまはその点はさておいて、およそ以下のよ

うなことがいえそうである。

教育と福祉のはざまに生じている子どもや青年

の開題、これを教育福祉問題としてとらえていこ

う、あるいは教育に福祉を、福祉に教育という形

での「統合J を考えていこう、学校福祉サービス

を教育福祉として扱おう、などの議論は、これを

集めればある程度の数となる。しかし、教育福祉

問題の概念も十分に吟味されているわけでなく、

まして教育福祉論という分野が成立するかどうか

はわからず、しかもそれらは、ほとんどが社会福

祉の側の研究としてしか成立していないのが現状

である。それが「教育福祉J研究を端的に示して

いる特徴であるといってよい。

むろん教育学の側からの議論もないわけではな

い。上述の議論のうち、学校教育における福祉サー

ビス論を教育福祉の課題とするものなどはそうで

あるし、教育が福祉の向ヒに果す機能の計量を中

心に一種の投資効果論として論ずるもの、あるい

は福祉顕家の教育は教育却福祉でなければならな

いとするような議論などがそうである。しかし、

教育学の側からの議論に共通していえるのは、対

象とする「問題j 把握がないことである(もっと

もそれは、教育学研究の教育問題論それ自体の不

十分な展開の反映でもあるかもしれない)。

かかる先行研究の状況のなかで、もっとも実践

的に教育と福祉のかかわりを意識しながら「問題」

把握に努めようとされてきたのは、周知のごとく

小川利夫らの潮流であろう。そこでの特徴は、教

育からも切り捨てられ、福祉からもその名におい

て教育を切り捨てられてきた子どもや青年の現実

問題を出発点とし、結論的には当面のもっとも

要な課題として、子どもや青年の学習・教育権の

保障を主張してきたことにあろう O あるいは、問

題を歴史的な課題として追及してきたこと、さら

に伺といっても大きな意義をもっているのは、さ

まざまな「谷間」の問題を実証的に明らかにし、

これを社会的に問題提起してきたことにあるだろ

う。そしてこのことこそは、なお後に続く者にとっ

ても、いまも大きな課題の一つであることは間違

いではなかろう o

だが「教育福祉J問題ということではなくとも、

「谷間」の問題は、いわゆる児童福祉論・児童開題

の諸分野としてE重要な位置を占めてきたのも

であろう O 実諜、どんな f児童福祉論』をみても、

扱っている問題対象に大きな差はないように思わ

れる。また小}I1が、「教育福祉」開題とは、いいか

えれば「教脊における現代の貧富ヨ問題」というに

しても、その事例としてあげられるのが依然とし

て「谷関J問題の羅列にすぎないのをみると、「教

育福祉」問題・論は、児童福祉論の児童問題把握

との差異をどのようにとらえているのであろう

か。対象として扱うのが児童にかぎらないことや、

福祉教育としての学校教育・社会教育なども関連

構造的な課題として扱う、ということにすぎない

のかの疑問も生れるo

しかし、いずれにせよもっとも気になるには、

文字どおり児童問題を扱う児童福祉論のほとんど

すべてが、教育問題を組み込んで児童問題を論じ

ていないことである。いまや子どもの生活の大半

が「教育」によって規定されているとき、子ども

の生活の矛盾を開題とする児童福祉論がそれで成

り立つのであろうか。また小JUらにしても、現代
における学校教育問題の研究の深化をあいまいに

したままに、基本的には「結果」を出発点にして

いるようにみえる。

教育競争が、当の子どもだけでなく、親・家族

ぐるみで展開される現実のなかで一それは後にも

述べるように、企業社会といわれる社会体制のな

かでの、企業自体の、そしてそこに麗用されてい

る親・勤労者層の生存競争の反映なのでもあろう
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が一、さまざまな教育福祉問題が形成されている o

それだけでなく、多くの関係者が強調してやまな

い子どもや青年の学習・教育権保障の課題も、そ

の具体化には国難がともない、あるいは進んでトい

るようにみえてもその底部にある差別認識がなか

なかあらたまらない現状がある。かかる現況にお

いて、もしも教育福祉問題・論を成立させようと

すれば、それはたとえば歴史的な行政による「児

童観の分裂」の影響という指摘だけではない、現

段階の教育福祉問題の形成メカニズムそのものの

研究を詰めていく必要があるのではないだろう

カ〉。

(2) 教育播祉問題の現代的把握

一「はじめから」の疎外から「途中」から

の疎外へー

歴史的にみれば、開知のように、精神薄弱児な

どはその就学を外されていた。また貧国はしばし

ば義務教育を受けるのも組害した。さらにいわゆ

る行政による児童観の「分裂」はいまなお大きな

影響をおよぽし続けている。たとえば、保育関と

幼稚園の「一元イL 問題、児童・少年をめぐる学

校と教護院と少年暁での「分裂」した扱いなどは、

教育と福祉のはざまに、とくに教育に関する諸問

題を再生産し続けている。

しかしそれらの問題は、かつての歴史段階にお

いては、文字どおり見捨てられ、それゆえ社会的

には潜在化していた問題でもあった。それは、た

とえば教育競争といっても、社会構層視点からす

ればかぎられた階層の子弟関の小さな「摩擦」に

すぎず、圧倒的多数はむしろ学校教育そのものを

「問題」にしていない、することができない段階で

の、社会的には無視され、ごく一部の先進的な人々

のよってのみ、とりあげられていた問題であった。

もちろん、以上のような事態は、これまでの社

会福祉、教育福祉、教育の側からの運動や人権認

識の前進もあって、検々に現代においては改善さ

れてきた。とくにいわゆる障害見・者などの対し

ては、なお偏見・無理解が後を絶たないとはいえ、

社会の一部からの理解は進んできているようにみ

える O しかしなお、最初からハンディキャップを

背負った子どもや青年は、当然のことながらいま

の受験競争体制、生存競争体制のなかでの不利は

免れない。

そのなかで現代の大きな特徴は、そのハンディ

キャップのある場合はもちろん、とくに特別の、

最初からのそれを背負っていないような場合で

も、学校教育z受験体制を軸とする教育体棋の一

般化を媒介にして、限定された「学力J の階層分

化の序列のなかに、しかも社会的に「見える」形

で位置づけられてきていることにある。いわゆる

「落ちこぼれJ賠層だけでなく、はじめからの「落

ちこぼれ」階層にも輪切りによって序列がつけら

れる(後述)のが現代なのである。現代の「学力

分化」基準ニ偏差値における、子どもや青年層の

切り捨てられた下層部分の大量形成である。現状

の教育をそのままという意味ではないにせよ、彼

らこそ「教育」が必要ともいえるのに、である。

とはいえ、それだけなら偲も特別のことではな

いともいえるかもしれない。しかし問題なのは、

そのことが子どもや青年の未来だけでなく、彼ら

の現状そのものを、つまりその肉体的・精神的発

達をも直接的に阻害する形で彰響をおよぽしてい

ることである O いいかえれば、将来の社会的不利

の予灘が「あきらめ」をもたらしているだけでは

ない。競争正力による屈折や輪切りによる差別感

情が、自らの発達をゆがめ、他者にも暴発すると

ころまで事態が進んできている。それらはむろん、

家庭の教育力や家族の安定度ともかかわって表面

牝してくる場合が多いであろう。しかし、背後に

上述のような輪切りの正力が{動いている結果でも

あることに関連いはなかろう。かくして児童問題

は児童の生活問題として抱撰されていたものか

ら、まさに児童の生活・教育問題として把握せざ

るをえなくなった。それはたんに福祉問題、教育

問題という形で分けることのできない現代的な性

格の問題であろう。

ところでこれは後にも述べるところであるが、

このような「学力分化」の抑止ではなく選別の機

関となってしまったかのような学校教育は、とく

に福祉を前進させるような性格にはないことにも
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考慮しておくべきであろう。またそこでの「学力

分化」の上位につねに位置し、学校教育において

成功し、企業社会で自己実現を果たしているかに

みえても、企業の先兵としての性格から逃れられ

ないエリート層の役割が、そのことを意識する、

しないにかかわらず、しばしば自国あるいは他関

での新たな貧閤問題の創出と結びついていく

もあることも、厳しくみていく必要がある。

このようにみてくると、子どもや青年が大人へ

と成長していくなかでの障筈はさまざまだが、現

代においては企業社会を頂点、とする社会の再生産

構造、そこから規定されてくる学校教育・受験体

制のあり方と深くかかわって問題が形成されてい

るのが特徴であろう。その意味では「途中J から

の差別がーはじめから不利な条件を背負っている

場合はそれだけ強く一強められるなかで、まさに

これからの人間という子どもや青年の尊厳までも

が疎外されるような開題から、そして「成功」し

たエリート庸の役割という問題までを含んで、教

育福祉問題が形成されてきているといえるのであ

る。だからこそ、教育福祉問題はまさに全機構的

に担援されていかねばならないのである。

3 現代教育揺祉問題の構造

教育と福祉の相互関連について

(1 ) 教育と椙祉の問題連鎖

一教育と(能力)と貧困

先にみたように、教育競争・競争教育のなかで、

子どもや青年の聞の「学力分化」が引き起こされ、

それが受験結果を契機に輪切りにされ、彼らが社

会に出るまえの段階に、あるいは大人になるまえ

にはやくも差別的選別構造が形成されてくる。た

とえば義務教育は別にしても、また例外はあるに

しても、小学校や中学校の段階から高校・大学ま

で、学校聞の学校生活・勉学環境格差は往々にし

て授業料の高低ではなく、偏差値とかかわってい

る。また中卒、高卒者の場合には、本来はより一

層教育が必要かもしれないにもかかわらず、逆に

大卒者より何年も早く働いて、その税金で大学が

運営され、学置という名の「教育J がないばかり

に、さまざまな条件規制のなかで、自己実現の幅

を狭められるという差別を受けている。

その差別的格差の典型は収入の差であろう。大

人なるまえから、大人になってからも、彼らの大

半は、わが閣の重屠的労働市場の下層部分へと組

み込まれ、明らかに不等といってもよい質金格差

という差別を受けながら、日本経済の底辺の担い

として位置づけられていくのである。イ扇差値に

序列づけられた大学問格差に対応した就職企業の

ぐらいの問題ならまだしも、その話題の対象

にもならず、名前の知られた企業ならその現業部

門の底辺に、そうでなければその存立さえ不安定

な分野へと行かざるをえない。そこからの脱出は

容易なものではない。

以上のことが即貧国に結びつくということでは

ないかもしれない。しかし、低賃金で不安定で、自

己実現の可能性の少ない職場であれば、何かの出

来事を契機に離れやすくなるのは当然であろう。

それでも結婚し、子供が生れ、生活の重みが増し

てきたとき、そしてにもかかわらず、現実が変わ

らず、まわりに誰も居ないとき、家族の解体を最

後的な契機として貧困に文字通り直面せざるをえ

ない状況が出現するかもしれない。かかる現実そ

のものが、まわりからは「責任感がないJ，.根気が

ないJ rやる気がないからJといわしめるが、客観

的な情勢は、明らかに最初から不利で、あったので

ある。また以上のような事態には歪らない場合で

も、やがて家庭をもって貧圏が身をもって感じら

れるようになったとき、当事者は「勉強ができな

かったからしかたがないJ ，.大学を出ていないか

ら」という観念にしばしば取りつかれ、現実が「能

を容認させていく。

さらにみなければならないのは、はじめから「障

というハンディキャップをもった子どもや青

年の場合でも、とくにその親は教育競争を意識さ

せられ、進学にあったては輪切り入試が実施され

ていることである O たとえば捧筈児(精薄児)の

高等養護学校の入学試験には、将来職業安身に着

けて、社会的に「自JIJできる能力があるかない

かによって掠り分けられる評価基準が作用し、実
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際に多くの障害児が落されているのである。「能力

は、このような誰でもが少なくとも形式的

には理解を示すであろう社会福祉の分野において

も、ここまで貴かれているのがわが国の現実であ

る。もちろん、それも「普通」と陪じ扱いといえ

なくはない。しかし彼らこそ、特別な教育が必要

だともいえるし、またかりに高等養護学校に入学

できたにしても、卒業後の就職が保樟されている

わけではないのはよく知られていることであろ

うO そして運よくどこかにできたにしても、最低

賃金以下の水準に位置づけられ、それでも安定な

どはおぼつかないから、年金と合算してというこ

とになっても、貧困と隣り合わせに居ざるをえな

いのが現実であろう。

他方、そのような結果としての貧困の問題を、

社会福祉の{則からみるとき、いくつかの無視でき

ない、重要な問題が指摘される。それはいずれも

貧困に対する理解にかかわった問題なのだが、な

かでも社会福祉の処遇の水準が、すべて上述した

ようなさまざまな格差構造の底辺とリンクしてき

たことが、まず指摘されねばならない。その意味

では、たとえばかつてF.エンゲルスが『イギリ

スにおける労働者暗級の状態』で述べていた、救

貧院の孤児労働が工場労働の賃金を引き下げてい

たと同じような現実が、なお存在していることに

目を向けなければならない。それは少しでも現状

を覗いてみればすぐに明らかになることである。

つまり、現代のわが国においては、誰もが認め

るような社会福祉の対象の問題においですらーだ

からこそといってもいいのだが 、つねに競争社

会への適応の努力のなかでの「自立」が求められ、

現代の「劣等処遇J政策のもとに、低賃金構造へ

の追い立てが貫徹している O そのなかでも、そし

て現在も、そのことを忠実に守り、実施してきた

のがわが国の生活保護行政である。そこでは、貧

困はとりわけ強く個人の自助努力・能力の問題で

あるという観念を背景に、低水準の保護による

り」の役割だけでなく、受給認定・資格の特別の

厳しさによって、「落ちてきた」労働者に「落ちて

きたJ ことを認めさせずに、あるいは「落ちてき

たJ労働者の保護しながらの「自立J ということ

を認めずに、一刻も王手く尻を叩いて追い出すこと

に重点をおいた対応がなされてきた。そしてその

影響は、「生活保護は、社会福祉ではないのではな

いか」という、ケースワーカ…の疑問をも生み出

しているのである(補論参照)。

なおそのようなイデオロギーともかかわって、

貧困を無視ないし軽視する議論が、社会補祉の分

野でさえ登場し、現在の社会福祉政策は「救貧的

選別福祉」政策から「普遍主義的指祉」政策へと

転換しなければならないという潮流が支罰的とな

り、いわゆる「福祉改革」が進められてきている

のは周知のところであろう。だがそれは、金で買

う福祉の時代への移行を認めることでもある。そ

こでは、将来受けることが可能な福祉も、それま

での「能力」によって格差が生れてくるのを当然

とする議論に、予を貸すことになるのである。社

会福祉概念の変質であり、その立場を放棄するも

のといってよいだろう。

ここにおいて、教育一(能力)を軸とした、教

育と貧国の差別の連鎖構造が、まさに社会の再生

産の中心に、あるいは体制の基底に横たわってい

るのがみえてくる。しル功ミえれば、労働力を商品

として流通・消費させないかぎり生活が維持され

えない体制のなかにおいては、必然的に、いかに

資本主義にとって価値がある労働力商品をつくる

かが、その規定性を免れえない教育にとっても、

もっとも重要な役割となってくるのである。それ

は目標とすべき理念的な教育的価値とは必ずしも

一致するものではないだろう。しかし労働力商品

としての評価がつねに優先され、その生産的消費

機能の絶えざる向上努力、とくに競争精神をもっ

た「自助努力J こそがまた資本主義の根幹精神で

もあるとき、実はそのことが、社会福祉のあり方、

考え方さえも規定してきているのである。

かくして人間としてではなく、商品としての労

働力評価を軸とした画一的人間評価体制が、教育

の場面においては学力=能力主義となって現象

し、社会福祉においては貧圏問題として現象する。

一体何時になったらという話しは別にしても、教
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育と福祉の統合なるものが現実化するのは、かか

る評錨基準に基づく連鎖構造が壊され、新たな再

編連鎖が形成され、別の人間評価観が確立したと

きであろう。いいかえれば、そこに到達するまで

伺をなすかが、教育と描祉の、あるいは教育福祉

という新しい立場からの、最大の課題であるとい

えよう。

(2) 教育と福祉の対応連鎖の構造

発達とその差異を認める視点

ところで、以上にみたような社会の再生産の根

本にかかわる教育一(能力) 貧困の連鎖の構造改

は、どこから予をつけるにしても容易なことで

はないであろう。それは、まずは教育問題と貧困

問題の統合的把握のうえに、はじめである一つの

方向が見出されないかぎり、その手探りの努力の

位置づけもはっきりしないものになるであろう。

しかし事態は進行していることを考慮すれば、と

りあえずは教育と福祉の改革そのものが、教育福

祉問題の解決にどのような効果をもつのかの予測

の下に、少なくとも両者の関係を整理しておく必

要があろう。以下、その点、について少し触れてお

きたい。

はじめに、とくに学校教育における子どもをめ

ぐる両者の関係をやや図式的に考えてみると次の

ようにいえるかもしれない。

近年の教育学や社会福祉学においてほぽ共通し

て認められるようになった考えは、いわゆる発達

の視点に立つということであろう(この点で障害

児と教育の関係をめぐる研究が教育に及ぼした影

響は大きいのは周知のことであろう)。しかしここ

で考倉、しなければならないのは、教育の内容の問

題については関わないとすれば(その点は後述人

あらゆる子どもを大明にと思っていても、学校教

育は集団を相手にした、しかも「限定」された教

育実鶴という特質をもつわけだから、結果的には

学力格差などが当然生れるであろう O つまり教師

個人の努力のあり方はさまざまであっても、一般

的には、学校教育は子どもの平均像に焦点を合わ

さざるをえない体制的な性格を免れないのではな

いか。だから発達の視点は正しいにしても、その

ことと教育実践の陪には、理めるのが圏難な課題

がなおいくつか横たわっているのではないか、と

いうことである。

このような現状において、みなければならない

のは、かかる子どもの「学力分化」と一体となっ

て、たとえば体育能力、友人との交擦能力、教員

との結びつきなど、あらゆる点に分化が生じ、か

つてはそれぞれ個人的にバラツキがあったのが、

いまはすべてにわたって「平均j 以下にいるよう

な子どもが、!曹としてつくられるような状況が生

れてきているのではないか、という点である。つ

まり、集団のなかの「見えない落ちこぼれ」階層

の形成である。

これにたいして社会補祉は、以上のような王子均

以下の、最下層の、「落されてきた」 学校内部で

済まず、に学校外にまで一対象者，.見える落ちこ

ぼれJI習を相手にして、いわばその癌有の役割を

果してきているところに特徴がある。だからこそ、

発達の視点に立つのは教育と同じであっても、そ

の立場は、いわば平均的子ども・青年像を対象に

しているのではない、ということになる O いいか

えれば、発達の差異を強く認める(教育学もその

ことを「発達の必要に応じた」というのだが)視

点に立つのである。それゆえまた、教育の重要性、

そのゆがみの是正を強く;意識せざるをえない立場

に、社会福祉従事者はあるといえる。

したがっていいかえれば、社会福祉、児童補祉

の対象となるような子ども・青年の発達、自己実

現には、いうまでもなく実に多くの樟害があると

いってよい。そのなかで、教育と福祉がいかなる

関連のもとに、どのように賞献しあえるか、その

溝をいかに埋めていくのかは、上述の「落ちこほ

れ」の二つの暗躍の問題にどのように対処してい

くのか、ということと大きくかかわった問題でも

あるように思われる。しかもそこでは、子どもや

青年の現実を、現代の生活・教育問題としてとら

え直すことを前提として、両者の関連が問われな

ければならない。これがいわば狭義の意味での教

育補祉問題の解決の展望にむけての関連構造と

いってもよい。
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かかる課題を念頭において、はじめに教育の側

の問題についていえば、以下の諸点が考慮されね

ばならないであろう O

まず重要なのは、いうまでもなく、社会福祉の

誼接的な対象者を生み出さないような、あるいは

そこまでいかなくとも、現状や未来に展望を見出

せない、希望がもたらされないような子ども

年を生みださない努力、すなわち学校教育の改革

そのものである。そのなかには、教育内容の豊か

さ、教員の質の向上と余裕の保障、子ども・

の教育生活条件の整備、何よりも受験制度と一体

となった大学改革などが、独自な諜題として追及

されねばならないであろう o そしてこの場合、と

くに重視したいのは、制度や条件の整備は当然の

こととしても、教育が自らのゆがみを自ら し

ていくためには、教育実践の内容が最大の課題で

あろうが、同時にそれを人間としての魅力の下に

具体化すること、そのためには教員が自らの人間

観、教育観を変革させていく課題を独自にも追及

すること、そして親にも影響力をもつことであろ

う。つまり、教育の誼接的対象は児童・生徒であ

るにしても、教育の改革主体の中心の位置にある

のは当の教員であろうからである。まさに教育福

祉問題の「発生の防止」は、何よりもまず教育の

あり方そのものにあるからである。

さらに、上述のような改革ともかかわるが、い

まなお何らかの理由によって教育をうける権利が

保障されないような場合がしばしばある O たとえ

ば、障害児、非行少年、教護院や少年続に措置さ

れている少年などである。その場合、彼らこそ現

代を生きていくうえで教育が必要とすれば、その

教育の内容の豊かさとともにだが、教育の{郊によ

る復学、進学権の保障の受け入れの実際的前進は、

社会福祉の具体的進展といえるだろう。なおここ

で受け入れ側の教青に求められるのは、教育の

もっとも大きな内容の一つが、過去に蓄積されて

きた文化的諸価値の受け継ぎにあるとすれば、そ

の十分なる享受を目指したゆっくりとした実践、

とくに子ども・青年・人間としてのまったく平等

な扱いにおける、発達の必要に応じた教育、そし

てその時代、その国での、教育園からみた社会的

「自立」のミニマムを保障するようなものであろ

つ。

また間様な立場から、国内だけでなく国外に目

を転ずれば、いわゆる発展途上国などの子どもや

青年の教育保障も、社会福祉の観点からみるとき

わめて大きな意義をもつものであろう。とくにわ

が国の経済が国際化の度合を強めれば強めるほ

ど、他国の貧商問題もそれにともなってしばしば

引き起こされている現実を考慮するとき、その課

題は他国の問題として割り切れないであろう。自

国の教育も関われなければならないであろう。

次に社会福祉の側からの教育への影響について

考えてみよう。

この点でみておきたいのは、社会福祉の対象と

なっている子どもや青年の矯正教育、あるいは発

達教育を通じた、新たな知見の教育へのはねっか

えしによる学校教育の再構成への寄与のことであ

る。それは、先に述べたように、対象となってい

る子どもや青年が学力分化の底辺層、はみ出し部

分と重複していることから、教育に対して大きな

問題提起の可能性をもつものでもあろう。教育が

教育のゆがみを是正できずに、そのゆがみによっ

てはみだされた子どもや青年が、社会福祉によっ

て、とくにその「教育」によって発達を遂げ、自

己実現の可能?生への展望を見出したとすれば、そ

の内容はもとの教育に吸収されねばならない性格

のものではないか。またいわゆる福祉教育の呼び

かけの実現は、生徒だけでなく、教師も含めて、

人間を見高す実践的教育として決定的な意義を

もってくるであろうことは、後にも触れるところ

でトある。

ところで、以上のような「交流」の必要性は別

にしても、社会福祉の改革は、間接的だが少なく

ない教育への影響をもたらすであろう。それはた

とえば次のようにいいうるであろう。

すなわち、わが国のように経済が発展している

閣で、その発展に比較して社会福祉、社会保障の

水準が低い国は先進諸国においてはない(もっと

もだから発展しえたともいえるのだが)。さらにそ
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れだけでなく、そのうえ「描祉改革」の名の下に、

福祉の「商品イ七」が進んで、きている。したがって

生活保護水準の引き上げや、受給のしやすさ、全

体としての処遇水準の向上の独自な追及、さらに

これは、社会福祉や社会保障の範屈を越えるとも

いえるが、低賃金構造の打破そのものの課題など

は、社会福祉、社会保障の前進にとって重要な課

題である。しかしそれだけではない。なぜならこ

れらの改悪の動きを盟止し、社会福祉、社会保揮

の向上が図られることは、間接的にせよ、勤労者

間の競争圧力を弱め、ひいては教育競争・競争教

育の圧力を弱めるであろうからである。それだけ、

将来の生存競争に備えた教育にのみに力を集中す

るような子育てでなく、余裕をもった、子ども・

青年の自己実現にむけての、より豊かで多様な教

育の展開の可能性を用意することにもなるからで

ある。

4 現代教育植祉問題の分析諜題

諸課題への関心一

(1 ) 現代教育福祉関題の基本諜題

繰り返し述べてきたことだが、教青福祉問題が、

現代資本主義体制のなかでの、とくに教育の競争

構造を媒介にしてつくられ、福祉の現状によって

それが促進されている、またその解決も教育や福

祉の改革に互いに依存する関係にあるとき、教育

福祉論もそのことを念頭において構成されていか

なければならないであろう。そしてそれは、究極

的には現代の教育のいわば「両刃の剣」的な性格

を、どれだけ社会福祉的理念に引き付けて是正し

ていけるか、という課題を掲げることでもあろう。

しかし、だからといって、それが教育問題・教育

学研究の範頭だ、ということにはならないであろ

う。なぜなら、問題は具体的な形をとって現実化

し、社会福祉がこれを開題とせざるをえない現状

がそこにあるからである。先にみた教育一(能

力)一貧留の連鎖を背景に開題がいまや社会化し

ているからである。

つまり、いいかえるならば、それゆえ教育福祉

問題・教育福祉論の立場は、たとえば「能力主義J

を批判する場合においても、これをイデオロギー

や政策的論議として批判するのではなく一多くの

教育学の側の研究がそうであるように一、子ども

や青年の、ゆがめられた教育に規定された生活の

ゆがみ、発達や自己実現の組寄の現実との関連に

おいて、あるいはそれが貧圏問題とかかわってい

るならば、そのなかでの正義とは何か、という問

題提起とかかわらせて展開する必要がる。しかも、

子どもや湾年一般というより、とくに差別された

階層の問題としての立場を明確にして、である。

また上述の批判ともかかわっていえば、教育福

祉問題・教育福祉論の視点は、実際に能力を欠損

させた人々の問題をも対象にすることによって、

教育競争の論理工労働力商品形成の差別化競争:

画一的人間評価体艇を批判し、結局労働力が商品

として扱われる体制そのものの批判にいきつく必

然性を有しているのである。あるいは直接的には

商品としての性格の扱いは薄れていたにしても、

結局は能力による差別を克服しえず、民主主義さ

えも実現ができなかった体制のなかでの人間差別

批判へと行き着くであろう。

とはいえ、そこまでに行くまでにはきわめて長

い距離が想定され、解決しなければならない課題

はあまりに多い。いまそのなかで考えられる当面

の課題をいくつかに括って整理し、おわりにかえ

たい。

(2) 当額する諸課題

1)子どもや青年の貧困問題

「学力分化」におげる最下摺、学校から学校外へ

と「落ちこぼされた」子ども、あるいは生まれっ

きハンディキャップを背負わざるをえなかった子

どもや青年層の生活の、できるだけトータルな現

状分析。いわば、「現代田本における差別された子

ども・脊年層の状態」の分析。いいかえれば、背

後にはもちろん、親や家族の貧割問題が、教育問

題あるのだが、それらがいかなる形で子どもや青

年の貧臨問題となって現われてきているのか、そ

の現代的特散の把盤である。

2 )現代の「学力分化」と貧困

「学力分化」の形成といっても、条件によってお
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そらくさまざまに現象してくるであろう。なかで

も教員の教え方は大きな影響をもっているだろ

う。しかしそのような点は別にすれば、競争が受

験制度の一点に集中し、選別がなされる現実のま

えには、子どもに受験学力をどのようにつけてい

くかが分かれめであり、したがって、学校以外に、

技術としての教育を商品として買い、これを子ど

もに消化させることが大きな影響を与えるであろ

う。もちろんそれだけが差をつけることではない

とはいえる。しかし、このような教育環境が貧困

という現実とどのような関係をもって現実化して

いるのか。能力をあたかも代表するかのような現

代学校教育の「学力」を相対化してみていくうえ

でも、重要な意味を新たにもってきていると忠わ

れる。

3 )教育の貧閣と教育・学習権保障

学校教育から疎外された子どもや青年たちは、

皮肉にも、だからこそ教育が必要とも思えるの

にーもっともその内容が問題だ、なぜ、なら彼らは

現在の学校教育に適応していないだけに過ぎない

かもしれないから一、教育からは一層疎外された

存在となっていく。もちろんそれが社会に出れば

別だということならいいのだが、一般的には明ら

かに不利な条件のなかに組み込まれていくJ劣等

処遇」の措層的再生産機構としての学校の一聞が

強くその後にまで影響をもっ。このような関係は、

文字通り、最初から何らかの障害をもったような

子どもや青年の場合はもっと厳しく現象する O し

かし、なぜ当の学校教育がハンディキャップをも

っ披らに権利としての教育を保樟しえていないの

か。そのような教育とは何か、という問いかけと

ともに、たんなる権利論にのみ依存しない、その

根本的な考察と新たな論理立てが必要であろう。

4 )貧困な教育と豊かな教育

一方みておかなければならないもう一つのこと

は、受験学力中心の教育から「見捨てられなかっ

7こ」子ども・青年も、その人格形成やその後の社

会的役割において、反福祉的状況を容認したり、

創出したりすることがあるとすれば、すべてが教

育のせいではないにせよ、これまで受けてきた教

育が、そのような貧困な教育でもあったことが、

問われなければならないであろう。とくに後者の

場合、その責任の一端はとりわけ最高学府たる大

学教育こそが負わなければならない場合が多いの

ではないか。だからこそ、大学教育もまた「現場

勝負」が必要なので、あって、それが高校以下の「現

場J のみにもとめられるのはおかしいであろう。

受験学力評価基準に規定された学校教育のあり方

と放んで、もっとも厳しく問われなければならな

い点である。

なおそのこととかかわっていえば、教育福祉の

立場からあらためて問題提起していく必要がある

のは、すでに教育の側からも地域教育、生活教育、

あるいは青年の主体形成論などという形で問題に

してきている、人間の生き方における資本主義的

評価観とは異なった、髄値観、教育観の形成であ

ろう。

5 )揺祉教育の発展と学校教育

福祉教育はさまざまな意味あいがあるが、ここ

では社会福祉専門教育ではない、学校福祉教育を

念頭において考えてみよう。その場合、まず、社会

福祉対象への理解、つまり、ハンディキャップを

もった相手と自分を、同一線上において考える自

然体への自己変革が基本課題となろう。そしてそ

れは、さらに社会牲との関連において問題を招握

したとき、社会変革ともかかわった教育となる。

いいかえれば、発達過程にある子ども達や青年に、

教育の側から教育の一環として「社会福祉」を意

識的に組み込むことによって、人間の絶対侵すべ

からざる尊厳と平等構神の理解、およびその点に

関する問題の社会的な理解を深めることを目的と

するのが福祉教育である O

しかし、これを現在の学校教育に組み込むこと

は進んでいるわけではない。むしろ困難な状況が

一般的であろう。そこにまた学校教育のゆがみが

あるともいってよいが一福祉先進国では福祉教育

の発想もないというのに一、その場合、とりわけ

子どもや青年だけではない、まさに教員や親、教

育関係者の福祉教育が必要であろう。実際、描祉

教育実践校などの例をみても、高校の場合は学力
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的には高くない学校、私立の宗教系高校が多いこ

とが何を意味しているのか。このような現状を教

育の側が自ら関わないとすれば、社会福祉の側が

問いかけなければならないであろう O これからは

その点も含めて、あらためて福祉教育の学校教育

体系のなかでの位寵づけが、社会福祉の前進だけ

でなく、教育の変革にとっても大きな意味をもっ

てくるであろう。

6 )学校教育条件整舗と学校福祉

ところで、教育の重要な役割の一つがすべての

子どもに学力を備えさせることにあるのはそうで

あろう。それはいわば学校教育の共通土壌でもあ

る。わが国の場合、発達した資本主義国として高

い生産力を達成しているがーそのゆがみを教育が

また担わされている一、それゆえまた、一般的に

要求される学力水準は高いものになるともいえよ

う。そうだとすれば、子どもの生れながらの資質

はこれまでとは変わらないのであろうから、教育

技術の向上も含めて、教育条件の整備は、家族の

側の子どもの養育・生活条件の向上とも密接にか

かわって、決定的に重要な課題であろう。

しかし先進諸国のなかで、もっとも生徒数が多

い位置にある学級定員規模、上から決定されてく

る学級削減や学校統合、教室と食堂の未分離、片

寄った内容の「すし詰め」的教育、教員の負担し

なければならない仕事量の多さなど、あらゆる生

徒の個性を認めつつ学力の向上をはかる、あるい

は人間性の向上をはかるには、余りにも問題が多

すぎる。経辞力の豊かな留において、なぜ、できそ

うなことができないのか。そこにはどんな規定性

が働いているのか。詰めるべき諜題であろう。な

お学校福祉というと給食・保健衛生などが想起さ

れるが、それもまた学校教育条件整備と結合して

考えられるべきであろう。

7)学校教育の社会的性格の転換

それにしても、学校教育における人間評価基準

が、なぜ「学力」 しかもますます限定されたーと

いう能力の一部のみに収れんしていくのか。先に

も触れたこととかかわっていえば、それが高度に

発達した資本主義閣における資本主義的能力観と

一致する、ということかもしれない。だが子ども

や青年の、人間の発達という視点からすればあま

りに問題が多いのはこれまでみてきたところであ

る。その点も含めて、これは、本来的な学校の歴

史的な性格、現代社会における位置づけと関連さ

せて、あらためて現代学校教育論として、総合的

に詰めなければならない大きな課題であろう。

補論

ケースワーカーになった卒業生

ところで、以上のような本稿の展開には、昨年

度当ゼミを卒業したHさん(本誌にも寄稿してい

ただいた)へのインタビューの内容が少なからず

影響を与えている。筆者は、本年度、その資格も

ないままに社会福祉論を杭上の学問で講義したの

だが、その不足をいかに補うかということから、

現在道庁でケースワーカーの仕事に自ら希望して

携わっているHさんに、生活保護の現状をあらた

めて聞いたことがあった。以下の捕論は、それを

筆者がまとめたものであるが、このまま眠らして

おくよりも、公表したほうが、いろんな意味で意

義があると思い、本人の了解のうえで掲載するこ

ととしたものである。

福祉への出発

父が道庁の職員で福祉職にあり、兄が障害を

もっていたこともあって、福祉に近い環境に育っ

た。人間相手の仕事がしたくて教育学部を選び、

児童心理を専攻するつもりだった。学部に移行し

てきた頃は、道庁に入札児童相談所に行くこと

を考えていた。しかし、児童を扱うより生活保護

のほうが社会全体がみえると考え始めた。ゼ、ミの

影響もあったと思うが、そのことに違和感はな

かった。この道へ進むのに最終的に決意させたも

のは、 4年生の夏の、帯広での障害者世帯の調査

だった。最初に緊張して飛び込んだのが生活保護

を受けている家庭だ、った。ワI1で洗濯をしているJ

という話にショックを受けた。次の臼が道庁の「面

接」だった。
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卒論で最初にやりたいと思っていたのは、札幌

で実際にあった話で、福祉施設の建設になぜ、地域

住民が反対するのかということだった。だがどの

ように扱っていいのかわからず、最終的には障害

児の進路問題になった。実態調査を帯広で、やって

いたということが大きかったが、もっとも身近な

ところでの問題意識がそうさせたといえるかもし

れない。しかし、就職は、子どもより「貧困」を

相手にする仕事のほうが「世の中のゆがみが見え

るj と患って選んだ。どのみち社会福祉の道に進

みたいと考えていたが、生活保護を扱うケース

ワーカーの仕事を自分の出発点にしようと思っ

た。

一人暮し老人

現在、日本海側にある、石狩支庁管内のある町

を担当している。 61ケースを扱っているが、多い

人は 70ケースくらいなので、少ない方だ。ケース

ごとに ABCDのランクづけがあって、訪問回数は

異なっている。車で一人で行くのだが、これから

真冬の吹雪がJ心配だ。

61ケースのうち、過半数が老人世帯で、ほかに

傷病、母子、障害世帯などだ。札幌近郊のある町

では、母子世帯がもっとも多くを市めているが、

これと好対照だと思う O この地域では、特別のこ

とが過去にあったわけでもなく、普通に暮してき

て年金だけでは食えなくなり保護を受ける場合が

多い。都会と違って、粗末とはいえ、家は持って

いる場合が多い。しかし、いくら老人でも 29，050

円の者齢福祉年金で生活せよというのは土台無理

な話だと思う。わかりやすくいえば、板塀がおiき

出しの、窓ガラスの外側にはビニ…/レの覆いがあ

る家で、老人が一人で暮している生活を想像して

もらえばいし、

はニシンと出稼ぎで生活し、ニシンが駄目に

なってからは、大半の人たちは日雇や出稼ぎで生

活を支え、そして子育てをやってきた。町に特別

の働き場があるわけではないから、それが「普通」

の生活だ、った。しかし、子育てに追われ、高校を

卒業させるのが精一杯の生活は、貯えを残させる

はずもない。また企業や役場に勤めていたわけで

はないから、普通の人々がもらう厚生年金や共済

年金とは無縁の生活となるoその意味では、「保護J

を受ける基盤は用意されていたともいえる。今で

も、町で暮している人たちは、夫婦二人で日雇やっ

て、たとえ 20~30 万稼いだとしてもボーナスとか

はないのだから、毎日毎日大変だと思う。

子どもの教育

ゼミの話に関連させていうと、かつては中卒が

多かったが、今はともかく子供を高校だけは出す。

できる子は中学卒業と同時に札幌へ出て進学し、

残りの子どもたちが地元の高校に入る O しかし卒

業後も地元にはもちろん残れない。結局札輯とい

うことになるが、たいした企業があるわけでもな

く、田舎の底辺校では学歴にもならず、不安定な

仕事に就く場合が多い。むろん公務員は希望しで

も可能性はない。実際、保護世帯の場合、その子

どもたちは、大工、土木作業員、主主装といった仕

事に就いているのが非常に多い。そして札幌に出

た彼らも、やがては結婚し、高い家賃を払い、子

育てに追われる生活を送ることとなる o だから、

親の扶養義務といわれでも、容易には果たせない

のが現実だと思う。

札幌の母親餓死事件のことはまた後で触れるけ

ど、貧臨な町を出た彼らが似たような環境に育っ

た彼女たちと何らかの形で知り合い、若くして結

婚し、「豊かなJ生活を営んでいくことはそう容易

いことではない。そんななかで何らかの原因で生

活破綻に陥ったとき、そこに行政の予が及ばな

かったとしたら、ということの一つの例ではない

かと思う。ゼ、ミ風にいえば貧国の世代的継承とい

うことがいえると思うけど、ともかく「保護」を

受ける前の生活が問題だと思う。

ケースワーカーやっていて、「保護者」のことを

考えてつらいだろうと思うのは、あの人たちが取

らなければならない、生活保護規則にともなう屈

辱的行為のことである O たとえば監療を受ける場

合、普通の場合であれば保険証を持って病院に行

けばそれで済むことだが、あの人たちの場合、そ
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こに福祉事務所があればそこで医療券をもらい、

ない場合は役場で診療依頼蓄をもらって、それを

病院の窓口に出してはじめて診療が受けられるの

である。だから生活保護の仕組みというのは、被

保護者が、生保世帯であるという一般的なつらさ

に加えて、それを事あるごとに何度も味わわざる

をえない仕組みになっているように思う。しかも

匿療扶助のことについていうと、保験適用外のも

のは全額自己負担ということがあるから、病気に

よっては実探大変な問題があると思っている。一

度そのことでどなられたことがあったが、返す言

葉がなかった。

現業職

職場のことやケースワーカーについていうと、

女性は全道で数えるくらいしかいない。札i幌市と

は全然つながりがないが、いろいろ厳しいという

ことを聞いている。たとえば開いた話ということ

だが、ケースワーカーは「嫌われる」仕事だから、

「廃止を多くしたら、この仕事をやめさせてあげ

る」ということも開いている。

道庁でも、上級職を受かつて、希望してケース

ワーカーになったのは自分しかいなかった。また

職場は大卒でも中級職がほとんどであり、多くの

人が転出を望んでいる。今年ほかに伺人か北大な

どの大卒の男性が一般行政職で入ってきたが、研

修先で一緒になったとき、みんなケースワーカー

の辞令を受けてショックだったといっていた。福

祉関体との関係がある職場や、補助金を扱う

は「花形」だが、ケースワーカーは「現業J扱い

でしかないということが大きいし、職場のなかで

も福祉とは「異質」の仕事とみられているo ヤク

ザ、不正、汚い、貧乏、病気などといったことが

舗見とも結びついて「大変なところJ だと思われ

ている。

実擦、今までに経験したこともないような状況

にもぶつかることもある。畳のうえに敷いてある

新聞紙の上にすわって話を聞いたこと、今では

めったに見られない病気の患者である人からお茶

を出されて飲まざるをえなかったことなど、いろ

いろある。この夏頃には、あのケースこのケース

が夢のなかに出てきて困ったこともあった。でも

「ひとの命を預かっている」と思っている。

「福祉感情J

餓死事件についてはいろいろあるかと思うけ

ど、福祉事務所は一般にもっと良心的だと思って

いる。ただ支庁では直接地区担当員が申請を受け

つけるが、札幌ではその関に「相談」という機能

が働くようになっているのが違う。また自分が担

当しているところでは、その評価はともかく、い

わゆる民生委員の機能がまだ{動いている。隣近所

の間におけるネットワークのあるなしが一つ問題

ではないかと思う。

いず、れにせよ、社会福祉・社会保障のあり方に

かかわって起きたことだが、そこには、生活保護

が、福祉の関係者からも「福祉」として感じ、と

らえられていないという問題があると思う O 明ら

かに障害者に対する「椙祉感情」とは違うものが

あり、当のケースワーカを含めて、周囲が現代の

「劣等処遇」として、彼らを心のどこかで扱ってい

ることの反映ではないかと思う。周りの自が厳し

く、生活基盤が弱いという以上の、誰もが認める

権利にはなっていかないのは、あまりにもあの人

たちと変わらないような、変わってもほんの紙一

重の水準の違いしかない人達が周囲に多すぎるの

ではないか。そして異常ともいえる生存競争の厳

しさのなかに人々が生きざるをえない現状がそこ

にあるからではないか。でも、生活基盤が弱いと

ころに生れ、それを克服できないとき、何かをきっ

かけに、だれでもそうなる現実もやっぱりあると
回〉

f主主つ。

(文責青木)


